
別府市介護予防・日常生活支援総合事業における 

指定第１号訪問事業（訪問型サービス）運営規程 

ヘルパーステーション陽だまり

（事業の目的） 

第１条 医療法人博愛会（社団）が開設するヘルパーステーション陽だまり（以下「事業

所」という）において実施する別府市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第

１号訪問事業（訪問型サービス）（以下「訪問型サービス」という。）の適正な運営を確

保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要支援状態等にある利用者

に対し、訪問型サービスの円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊

重し、利用者の立場に立った適切な訪問型サービスの提供を確保することを目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 利用者が可能な限りその者の居宅において、その状態を踏まえながら生活援助等

の支援を行うことにより、利用者の心身の機能回復を図り、以て生活機能の維持又は向

上を目指すものとする。 

２ 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、居宅介

護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めるものとする。 

３ 訪問型サービスの提供にあたっては、介護保険法第 118条の 2第 1項に規定する介護

保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

（事業所の名称等） 

第３条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

１ 名 称 ヘルパーステーション陽だまり 

２ 所在地 大分県別府市北的ヶ浜町５番１９号 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

１ 管理者 １名 

管理者は、事業所の職員の管理および業務の管理を一元的に行うとともに、訪問型サ

ービスの実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。 

２ サービス提供責任者兼訪問事業責任者 １名以上

・訪問型サービス計画の作成等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議

等への出席、利用者に関する情報の共有等地域包括支援センター等との連携に関する

こと。

・訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の

状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。




